
　
①　福祉用具購入についてケアマネージャー等に相談（購入の必要性がある場合）

②　購入業者の選定・見積りを確認し購入

③　市役所に福祉用具購入費の支給申請
　　　　　・提出された書類等により、介護保険給付として適切かどうか確認します。

＜提出書類＞
　○介護保険居宅介護（介護予防）福祉用具購入費支給申請書・理由書
　○領収証の原本 ・受領委任払　⇒　自己負担額の領収証

・償還払　　 ⇒　購入費全額の領収証
　○福祉用具販売または、サービス利用計画書の写し
　○福祉用具のパンフレット（購入した商品がわかるようにしてください）
　○福祉用具受領委任払に係る委任状（受領委任払を希望する場合）
　○委任状（償還払いで本人以外の口座を指定する場合）

④　福祉用具購入費の支給
          受領委任払　：　委任された購入業者に支給
　　　　 　　償還払　　：　被保険者（委任状がある場合は委任された人）に支給

・・・ 利用者が購入業者と同意契約（委任）を結ぶことで、費用の1～３割（自己負担分）のみ支払い、

購入後に保険給付分（費用の７～９割）を市から購入業者に支払う制度

・・・ 利用者が一度全額を購入業者に支払い、支給申請をした後に、保険給付分（費用の７～９割）を市から受け取る制度

※以下の福祉用具を購入する際は、必要性を認められない場合支給対象外になりますので、必ず事前に太田市役所介護サービス課までご相談ください。
・すのこ等のオーダー品
・ウォシュレット・暖房等の機能付補高便座またはポータブルトイレ
・同一品目の再購入

※購入日時点で被保険者証記載の住所に被保険者がいない場合（入院中、施設入所中など）、支給の対象になりません。

※介護認定の新規申請中若しくは変更申請中で結果が出ていない場合は、支給申請はできません。

福祉用具購入申請の流れ

受領委任払

償還払

記載の訂正には必ず訂正
印を押してください。
修正液は使えません。

領収証の宛名は被保険者
本人の名前にしてください。

購入業者は県の指定を受けた業者に限ります。

受領委任払を希望する場合は県の指定以外に、
市役所に登録してある業者のみになります。


